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 幼稚園に幼児を通園させている保護者の年齢は相対的に若いことから、その経済的負担

は相当過重となっている。そのため、国は、保護者の所得状況に応じて経済的負担を軽減

することなどを目的として、保育料等を軽減する「就園奨励事業」を実施している地方公

共団体に対して補助を行い、幼稚園への就園機会の確保を図っている。 

 一方で、今般の平成２２年度予算の概算要求に当たり、この制度については、子ども手

当の創設を踏まえ、低所得者への給付の重点化及び保育所の保護者負担との均衡を図る観

点から、補助単価の在り方を抜本的に見直すこととされた。 

 この結果、生活保護世帯を含む年収３６０万円以下の世帯に対する補助単価は大幅に増

額とされたものの、年収が３６０万円を超え６８０万円以下である世帯に対する補助単価

は一部を除き減額とされ、特に第１子にあっては、６２，２００円から２５，０００円へ

と半額以下に減額となることが強く懸念されている。 

 世帯の内訳について本市の場合で見てみると、生活保護世帯を含む年収３６０万円以下

の世帯の補助対象児童数が国の補助対象児童数全体の１６％に過ぎないのに対し、年収が

３６０万円を超え６８０万円以下である世帯の補助対象児童数が８４％と大多数を占めて

おり、景気が低迷する中でこれだけ多くの保護者に対する補助を減額し、今以上の負担を

求めることは、市民生活に大きな影響を与えることとなる。 

 また、本市では、年収が６８０万円を超えて国の「就園奨励事業」の補助対象外となっ

ている世帯にも市単独で補助を行っているが、この補助対象となる児童数が全幼稚園児童

数の４８％を占めており、ここにも国が補助対象を拡大することが求められる。 

 よって、国におかれては、幼稚園就園奨励費補助の補助単価の見直しに当たり補助単価

の減額を行わないとともに、新たに補助対象を拡大し、保護者負担の軽減が図られるよう

強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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